
青色申告を行っている農業者（個人・法人）です。
※　保険期間開始前に加入申請を行います。
※　保険期間の前年１年分の青色申告（簡易な方式を含む）実績があれば加入できます。
　　（青色申告実績が5年未満の場合は、5年分ある場合に比べて小さい補償限度額での加入になります。）
※　収入保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度については、どちらかを
　　選択して加入します。

災害で作付不能 けがや病気で収穫不能

取引先の倒産 為替変動で大損

自然災害等で減収 市場価格が下落

倉庫の浸水被害 盗難や運盗難や運搬中の事故

保険期間の収入（農産物の販売収入）が、基準収入の９割を下回っ
た場合に、下回った額の９割を上限として補てんします。

税の収入算定期間と同じです。

個人：１月～12月　　法人：事業年度の１年間

※　補てん方式には、保険方式と積立方式を併用する「積立方式併用タイプ」と、保険方式のみの「保険方式補償充
　　 実タイプ」があり、農業者が選択できます。
※　基準収入は、農業者ごとの過去5年間の平均収入（５中５）を基本とし、規模拡大など保険期間の営農計画
　　も考慮して設定します。
※　毎年の農産物（自ら生産したもの）の販売収入は、青色申告決算書等を用いて整理します。
※　農産物の販売収入には、精米、仕上茶などの簡易な加工品の販売収入も含めます。
※　肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は対象外です。
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基準収入金額が1,000万円の場合、
どのくらい補てんされるの？

保険期間の農産物の販売収入が900万円を下回った場合に補てん
されます(※)

（※）掛捨ての保険方式の補償限度80％と掛捨てではない積立方式の補償幅10％で加入した場合です。

自己責任部分

保険期間の
販売収入
800万円

積立方式　90万円

自己責任部分

保険期間の
販売収入
700万円

保険方式　90万円

積立方式　90万円

自己責任部分

保険期間の
販売収入
500万円

保険方式　270万円

積立方式　90万円
合計
90万円
補てん

合計
360万円
補てん

合計
180万円
補てん

農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入の９割    を下回った
場合に、下回った額の９割    を補てんします。

（補償限度）

  （支払率）

基準収入金額が1,000万円の場合、
保険料等はいくらくらいなの？

　80％

　70％

自己責任部分

保険方式で
補てん

積立方式で
補てん

　90％

（青色申告実績が５年以上の場合）

100％

自己責任部分

補てん
対象外

保険方式で
補てん

積立方式で
補てん

　　　　（補償限度90％を上限として選択）

保険方式で
補てん

自己責任部分

例③
保険方式90％のみ

例②
保険方式80％＋積立方式10％

（下限70％）

例➀
保険方式80％＋積立方式10％

例➀に比べ約４割保険料負担が軽減されます。 例➀に比べ約３割負担が軽減されます。

「保険方式」と「積立方式」の組合せや「保険方式のみ」での加入ができます。
また、下限設定をすることにより保険料等の負担が軽減されます。

保険料 10.8万円

積立金 22.5万円

付加保険料
（事務費） 2.2万円

合計 35.5万円

保険料 6.1万円

積立金 22.5万円

付加保険料
（事務費） 1.9万円

合計 30.5万円

保険料 23.0万円

積立金 ー

付加保険料
（事務費） 2.2万円

合計 25.2万円
－#－
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